
 

（保育施設名） 

雨 竜 町 保 育 園 
 

施 設 の 所 在 地  〒０７８－２６００ 

北海道雨竜郡雨竜町字満寿３２番地５０８ 

事業開始年月日  １９９３年（平成６年）４月１日 

設 置 者  北海道雨竜郡雨竜町 町長 白 川 久 純 

指 定 管 理 者  社会福祉法人 雨竜町社会福祉協議会 

                             会長 谷 本    徹 

 

提供する保育サービス 

 ◇開所時間 

  ○月曜日～金曜日    午前８時００分 ～ 午後４時３０分（延長時間帯～午後６時：００分まで） 

 ○第１・第３土曜日     午前８時００分 ～ 正午 

◇定員 

１２０名 

◇保育内容・利用料金 

○運営費（年額）    １人 １２,０００ 円 

○保育料（月額）    ６か月から２歳児 １人 １７,０００ 円（非課税世帯 ９,０００ 円） 

３歳児以上    １人 １５,０００ 円（非課税世帯 ６,０００ 円） 

○延長保育料金（月額）  （１）月～金曜日までの、１６時３０分から１７時３０分まで １人 ２,０００ 円 

               （２）月～金曜日までの、１６時３０分から１８時００分まで １人 ３,０００ 円 

※町内在住保護者の保育料は、子育て支援無償化事業（国・町独自）により、保護者負担額は０円となります。 

◇保育従事者等の配置 

○当保育室は、通常、次のような保育従事者を配置しています。 

月曜日～金曜日 

午前８時００分 ～ 午後４時３０分 ８名（保育士６名、看護師１名 その他） 

午後４時３０分 ～ 午後６時００分  ４名（保育士３名～４名、看護師１名）〔延長時間帯〕 

第１・第３土曜日 

午前８時００分 ～ 正午 ８名（保育士６名、看護師１名 その他） 

◇設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別  無 

 

施設の概要 

◇建物の構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て   

総延べ面積１,００４．４ ㎡ 〔１９９３年（平成６年）建設〕 

 

緊急時等の対応等 

◇緊急時等における対応方法 

 「雨竜町保育園 園児疾病等応急措置要綱」を定めています。 

◇提携する医療機関・所在地・提携内容 
  当施設は、下記の医療機関と提携しており、お子さまが急に発病した場合や、けがを負った場合にお連れすること

としています。 ※状況によって救急及び医療機関を選択し対応いたします。 
また、お子さまに対しては、津田こどもクリニックの医師による年２回の定期健康診断、さいとう歯科の医師のよ 

る年１回の歯科検診を実施します。 
【内科】医療機関：津田こどもクリニック     【歯科】医療機関：さいとう歯科 

     所 在 地：深川市 5 条 9 番 6 号          所 在 地：雨竜郡雨竜町字満寿 33 番地 24    

◇利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

保険の種類 損害保険ジャパン株式会社（普通傷害保険） 

保 険 事 故 

（内容） 

施設所有管理者特約（雨竜町保育園） 
生産物特約（おやつ支給）、受託者特約（園児所有品） 

保 険 金 額 死亡・後遺障害：200 万円、入院：3,000 円/日、通院：2,000 円/日 

◇非常災害時の対応 

 「雨竜町保育園消防計画」により、毎月１回の避難訓練を実施し、緊急災害時には、出来る限りの情報発信に努め 

ます。 

◇虐待の防止のための措置 

  子どもの人権の擁護・虐待防止のため、マニュアルに基づき、職員に対する研修及び主旨の徹底を図り対策を講じ 

ます。 

 当施設は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法第５９条の２

に基づき都道府県への設置届出を義務付けられた施設です。 

                                     ※設置届出先 北海道空知総合振興局保健環境部 

     社会福祉課子ども子育て支援室子ども子育て支援係 

              （TEL ０１２６－２０‐０１２０） 
 

 


